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○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
六
十
九
号

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き

、
並
び
に
関
係
法
令
を
実
施
す
る
た
め
、
押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
告
示
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

押
印
を
求
め
る
手
続
の
見
直
し
等
の
た
め
の
経
済
産
業
省
関
係
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

第
一
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

一
～
四

[

略]

五

登
録
免
許
税
法
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
登
録
免
許
税
法
施
行
令
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
高
圧
ガ
ス
保
安
法
の
登

録
又
は
認
定
に
係
る
登
録
免
許
税
の
納
付
期
限
及
び
当
該
納
付
に
係
る
領
収
証
書
を
貼
り
付
け
る
書
類
（
平
成
三
十
一
年

経
済
産
業
省
告
示
第
百
十
号
）
第
二
号

六

[

略]

第
二
条
～
第
十
条

[

略]
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


